
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件                   

四
七
八 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件             

四
七
八 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件                                         

四
七
八 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                 

四
七
九 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件                               

四
八
一 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

四
八
二 

　公

　告 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

四
八
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
 

 
 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　在

　
　
　地

指
定
年
月
日

 
 

 
 

西
町
調
剤
薬
局

　
　
　
　
　
　
南
相
馬
市
原
町
区
西
町
一
丁
目
六
七
番
地

令
和
六
年
八
月

 
 

一
日

　
　
　
　 
 

 

 

月
舘
町
歯
科
診
療
所

　
　
　
　
伊
達
市
月
舘
町
布
川
字
西
原
三
一
︱
一

　
同
年
九
月
一
日

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
く 

伊
達
市
月
舘
町
御
代
田
字
扶
桑
畑
四
二
番 

同
年
一
〇
月
一 

わ
の
実
」

　
　
　
　
　
　
　
　
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業 

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　
　在

　
　
　
　地

廃
止
年
月
日

よ
し
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
白
河
市
結
城
一
一
三
︱
一

　
　
　
　
　
　
令
和
六
年
六
月

三
〇
日

　
　
　

二
瓶
歯
科
医
院

　
　
　
　
　
　
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
三
五

同
年
七
月
三
一

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　

（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
馬
場

西
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
六
年
十
月
二
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
一
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

南
相
馬
市
役
所 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
大
林
六
の
二
・
一
一
の
五
・
一
一
の
六
（
以
上
三
筆
国
有
林
）
、

六
の
一
、
一
一
の
一
、
一
一
の
九
、
一
一
の
一
〇
、
字
西
新
林
八
の
一
か
ら
八
の
九
ま
で
、
字
上

高
田
二
七
の
一
、
二
七
の
二
二
、
二
七
の
二
三
、
字
蛇
沼
五
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
大
林
六
の
二
・
一
一
の
五
・
一
一
の
六
（
以
上
三
筆
国
有
林
）
、
六
の
一 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
蛇
沼
一
七
、
七
四
、
字
芹
ノ
沢
後
三
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
黒
山
一
一
の
二
、
一
一
の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
輪
奈
手
四
、
字
大
桐
二
二
の
一
か
ら
二
二
の
三
ま
で
、
二
二
の

六
、
二
三
の
一
、
二
三
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
北
半
田
字
大
平
一
四
、
一
九
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
三
か
ら
二
〇
の

一
四
ま
で
、
大
字
南
半
田
字
宮
沢
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
北
半
田
字
涌
水
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
字
銀
山
西
二
四
の
一
か
ら
二

四
の
四
ま
で
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
五
二
、
七
六
、
八
一
、
字
銀
山
南
二
二
の
一
か
ら
二
二

の
五
ま
で
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二
、
字
押
池
一
の
二
、
一
の
六
、
一
の
八
か
ら
一
の
一
〇
ま
で
、
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三
の
一
か
ら
三
の
三
ま
で
、
大
字
南
半
田
字
二
ツ
石
四
一
の
一
、
四
一
の
四
、
字
下
二
ツ
石
三
一

の
一
か
ら
三
一
の
一
一
ま
で
、
字
宮
沢
一
六
、
一
七
の
一
、
一
七
の
六
、
一
七
の
七
、
一
七
の
一

一
か
ら
一
七
の
一
四
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
北
半
田
字
世
例
一
、
字
鳩
胸
一
、
字
押
池
一
の
一
、
一
の
三
か
ら
一
の
五

ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

八
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
上
高
田
八
の
三
、
八
の
一
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

九
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
風
越
一
の
一
、
一
の
三
か
ら
一
の
九
ま
で
、
字
湧
水
二
一
の
一
、

二
一
の
二
、
二
一
の
一
四
、
二
一
の
一
六
か
ら
二
一
の
二
五
ま
で
、
二
一
の
二
六
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一
の
二
七
か
ら
二
一
の
三
九
ま
で
、
二
一
の
四
二
か
ら
二
一
の
五
〇
ま

で
、
字
宮
沢
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
四
ま
で
、
一
五
の
六
か
ら
一
五
の
一
〇
ま
で
、
一
八
の
一
、

一
八
の
二
、
一
八
の
五
、
一
八
の
六
、
字
鎌
研
九
の
一
か
ら
九
の
六
ま
で
、
一
〇
、
二
〇
、
字
蛇

沼
五
五
の
一
、
五
五
の
二
、
五
五
の
四
、
五
五
の
五
、
字
山
田
三
九
の
一
、
三
九
の
七
か
ら
三
九

の
一
四
ま
で
、
三
九
の
一
七
か
ら
三
九
の
二
四
ま
で
、
字
芹
ノ
沢
後
二
六
の
一
か
ら
二
六
の
五
ま

で
、
三
〇
、
字
上
高
田
二
八
、
字
二
ツ
石
一
四
、
大
字
北
半
田
字
戸
沢
町
三
七
の
二
か
ら
三
七
の

四
ま
で
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
上
高
田
二
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
万
正
寺
字
北
向
二
の
二
、
五
の
一
、
五
の
三
か
ら
五
の
五
ま
で
、
六
、

七
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 
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⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
駿
河
舘
三
一
の
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
桑
折
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
桑
折
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

福
島
市
佐
原
字
川
石
田
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
福
島
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

福
島
市
佐
原
字
一
金
坪
八
の
一
か
ら
八
の
一
一
ま
で
、
八
の
一
三
、
八
の
一
七 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
福
島
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

福
島
市
佐
原
字
二
金
坪
二
四
の
一
、
二
五
の
四
、
二
五
の
一
三
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
福
島
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

福
島
市
佐
原
字
六
金
坪
一
九
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
〇
の
三
、
二
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
福
島
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
福
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 
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福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

変
更
前

　

 

Ａ

　
　九
・
二
～ 

二
、
一
九
六
・
二 

四
〇
一
号

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
七

　
　
　五
四
・
一 

 

九
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　
　
　町
松
坂

 
 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

 
 

〇
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

Ｂ

　
　五
・
八
～

九
、
六
九
八
・
〇 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

　
　一
五
八
・
八 

 

〇
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
昭
和
村
大
字
小
野

 
 

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

 
 

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

 
 

 

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
小
野

Ｃ

　一
三
・
八
～ 
　
　四
七
一
・
四 

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

　
　
　三
六
・
五 

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　村
大
字
小
野

 
 

川
字
板
宿
四
五
番
二
六
地

 
 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 
 

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

Ｄ

　
　九
・
二
～ 

四
、
八
七
三
・
八

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

　
　
　六
七
・
四

〇
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

同

　郡
昭
和
村
大
字
小
野

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

変
更
後

　

 

Ａ

　
　九
・
二
～ 

二
、
一
九
六
・
二 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
七

　
　
　五
四
・
一 

 

九
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　
　
　町
松
坂

 
 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

 
 

〇
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

Ｂ

　
　七
・
二
～ 

五
、
八
八
〇
・
三 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

　
　一
五
八
・
八 

 

〇
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　
　
　町
松
坂

 
 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
一

 
 

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

 
 

 

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
小
野

Ｃ

　一
三
・
八
～ 

　
　四
七
一
・
四 

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

　
　
　三
六
・
五 

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　村
大
字
小
野

 
 

川
字
板
宿
四
五
番
二
六
地

 
 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 
 

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

Ｄ

　
　九
・
二
～ 

四
、
八
七
三
・
八 

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

　
　
　六
七
・
四 

〇
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

同

　郡
昭
和
村
大
字
小
野

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 
路 
線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

耶
麻
郡
西
会
津
町
下
谷
字

変
更
前

　

 

　
　二
二
・
四
～

　
　一
四
七
・
〇 

四
〇
〇
号

沼
新
田
乙
二
五
七
番
地
先

　
　
　六
一
・
一

か
ら 
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同

　郡
同

　
　町
下
谷
字

変
更
後

　

 

　
　二
二
・
四
～ 

　
　一
四
七
・
〇

沼
尻
乙
三
四
番
二
地
先
ま

　
　
　六
一
・
一

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
八
十
一
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
十
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　高
郷
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　齋
●

　信
一

　
　喜
多
方
市
高
郷
町
大
田
賀
字
東
羽
賀
六
二
二
七
番
地 

同

　
　田
代

　守
弘

　
　同

　
　市
高
郷
町
上
郷
字
惣
利
丁
二
四
六
番
地 

同

　
　須
藤

　秀
泰

　
　同

　
　市
高
郷
町
峯
字
漆
窪
乙
四
一
九
番
地 

同

　
　佐
●

　健
一

　
　同

　
　市
高
郷
町
大
田
賀
字
南
原
二
七
〇
六
番
地 

同

　
　清
野

　利
夫

　
　同

　
　市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井
一
四
六
四
番
地 

同

　
　宮
澤

　正
江

　
　同

　
　市
高
郷
町
磐
見
字
塔
ノ
窪
甲
八
五
番
地 

同

　
　加
●

　順
一
郎

　同

　
　市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
四
九
五
番
地
二 

同

　
　佐
藤

　圀
博

　
　同

　
　市
高
郷
町
塩
坪
字
谷
地
田
原
一
一
七
三
番
地 

同

　
　田
口

　康
平

　
　同

　
　市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
八
二
九
番
地 

同

　
　永
島

　浩
幸

　
　同

　
　市
高
郷
町
大
田
賀
字
沖
中
甲
一
〇
五
六
番
地 

監
事

　齋
●

　辰
雄

　
　同

　
　市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
五
四
五
番
地
の
一 

同

　
　渡
部

　健
一

　
　同

　
　市
高
郷
町
川
井
字
八
幡
下
二
一
一
番
地 

同

　
　福
地

　善
●

　
　同

　
　市
高
郷
町
揚
津
字
東
ノ
沢
丁
五
九
〇
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　上
野

　信
夫

　
　喜
多
方
市
高
郷
町
揚
津
字
赤
岩
上
丙
二
一
二
番
地 

同

　
　佐
藤

　圀
博

　
　同

　
　市
高
郷
町
塩
坪
字
谷
地
田
原
一
一
七
三
番
地 

同

　
　棚
木

　新
栄

　
　同

　
　市
高
郷
町
大
田
賀
字
西
海
枝
一
一
九
六
番
地 

同

　
　齋
藤

　利
成

　
　同

　
　市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
五
五
〇
番
地 

同

　
　清
野

　利
夫

　
　同

　
　市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井
一
四
六
四
番
地 

同

　
　鈴
木

　榮

　
　
　同

　
　市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
九
一
五
番
地 

同

　
　木
須

　文
榮

　
　同

　
　市
高
郷
町
大
田
賀
字
大
原
二
八
〇
六
番
地 

同

　
　國
分

　政
喜

　
　同

　
　市
高
郷
町
大
田
賀
字
東
羽
賀
六
二
九
六
番
地 

同

　
　田
代

　恒
美

　
　同

　
　市
高
郷
町
上
郷
字
間
々
下
丁
三
九
六
番
地
の
三 

同

　
　増
子

　公
司

　
　同

　
　市
高
郷
町
池
ノ
原
字
池
ノ
原
一
番
地 

監
事

　宮
澤

　正
江

　
　同

　
　市
高
郷
町
磐
見
字
塔
ノ
窪
甲
八
五
番
地 

同

　
　赤
城

　文
弘

　
　同

　
　市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
八
六
八
番
地 

同

　
　須
●

　栄
一

　
　同

　
　市
高
郷
町
夏
井
字
狐
塚
三
四
八
三
番
地
の
七 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 
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